
令和４年（２０２２年）９月３０日

教 育 委 員 会 資 料

教 育 委 員 会 事 務 局 指 導 室

中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則

について

１ 改正する規則

（１）中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

（２）中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

（３）中野区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則

（４）中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

（５）中野区立小学校及び中学校教育職員の期末手当に関する規則

（６）中野区立小学校及び中学校教育職員の勤勉手当に関する規則

２ 改正内容（詳細は新旧対照表のとおり）

（１）休暇関係

育児参加休暇の取得対象期間を配偶者の出産の日の翌日から当該出産の日以後１年（現行：８

週間）を経過する日までに拡大する。

（２）手当関係

期末手当及び勤勉手当の支給期間における欠勤等日数の算定で、下記に該当する育児休業の承

認にかかる期間については欠勤等の期間から除く。

ア 承認にかかる期間の全部が子の出生日から５７日間に含まれる育児休業で期間（２回以上

取得の場合は日数合算）が１ヶ月以下であるもの。

イ 承認にかかる期間の全部が子の出生日から５７日間に含まれる育児休業以外の育児休業で

期間（２回以上取得の場合は日数合算）が１ヶ月以下であるもの。

３ 改正の経緯・理由

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律（令和４年法律第

３５号、以下「改正法」という。）が令和４年５月２日に公布され、同年１０月１日から施行（一部

は同年６月１日に施行）されることとなった。

改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）においては、職員が

同一の子について育児休業を原則２回（現行：１回）まで取得可能となり、これに加え、子の出生

後８週間以内に育児休業を２回（現行：１回）まで取得可能となる。

各地方公共団体における条例改正など所要の措置は、人事院規則の改正を受けて総務省から発出

される技術的助言に基づき実施することとなり、人事院規則１９－０（職員の育児休業等）、人事院

規則１５－１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）、人事院規則１５－１５（非常勤職員の勤務時間

及び休暇）及び人事院規則９－４０（期末手当及び勤勉手当）の各規則について、令和４年６月１

７日、一部を改正する人事院規則が公布された。

中野区職員に適用される規定の整備に当たっては、特別区人事・厚生事務組合から送付された改

正条例案に基づき、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年中野区

条例第３４号）が同年９月２０日に公布され、同年１０月１日から施行される。

以上を受け、幼稚園教育職員並びに小学校及び中学校教育職員（任期付短時間勤務教員）に適用

される教育委員会規則の一部改正を行う。

４ 施行日

令和４年１０月１日



中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則新旧対照表

中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則新旧対照表

改正案 現行

第１条～第２９条の３ （略） 第１条～第２９条の３ （略）

（育児参加休暇） （育児参加休暇）

第２９条の４ （略） 第２９条の４ （略）

２ 育児参加休暇は、配偶者の出産の日の翌日（当

該男性職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育

の必要がある子がある場合にあっては、出産予定

日の８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１６週

間）前の日）から当該出産の日以後１年を経過す

る日までの期間内において、日を単位として５日

以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認

めるときは、時間を単位として承認することがで

きる。

２ 育児参加休暇は、配偶者の出産の日の翌日（当

該男性職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育

の必要がある子がある場合にあっては、出産予定

日の８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１６週

間）前の日）から当該出産の日後８週間を経過す

る日までの期間内において、日を単位として５日

以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認

めるときは、時間を単位として承認することがで

きる。

３～６ （略） ３～６ （略）

第２９条の５～第３４条 （略） 第２９条の５～第３４条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１～別表第４ （略） 別表第１～別表第４ （略）

別記様式第１号～別記様式第１１号 （略） 別記様式第１号～別記様式第１１号 （略）

改正案 現行

第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略）

（欠勤等日数） （欠勤等日数）

第５条 前条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲

げる期間（第５項の規定の適用を受けるものを除

く。以下「欠勤等の期間」という。）ごとに当該

欠勤等の期間から中野区立幼稚園教育職員の勤

務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１２年

中野区条例第１３号。以下「勤務時間条例」とい

う。）第５条及び第６条の規定による週休日、勤

務時間条例第１２条及び第１３条の規定による

休日並びに勤務時間条例第１４条第１項の規定

により指定された代休日（以下「週休日等」とい

う。）を除いた日における勤務時間条例の規定に

よる１日の正規の勤務時間（以下「１日の正規の

勤務時間」という。）について勤務しない時間を

第５条 前条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲

げる期間（第５項の規定の適用を受けるものを除

く。以下「欠勤等の期間」という。）ごとに当該

欠勤等の期間から中野区立幼稚園教育職員の勤

務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１２年

中野区条例第１３号。以下「勤務時間条例」とい

う。）第５条及び第６条の規定による週休日、勤

務時間条例第１２条及び第１３条の規定による

休日並びに勤務時間条例第１４条第１項の規定

により指定された代休日（以下「週休日等」とい

う。）を除いた日における勤務時間条例の規定に

よる１日の正規の勤務時間（以下「１日の正規の

勤務時間」という。）について勤務しない時間を



中野区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則新旧対照表

合計した時間を７時間４５分をもって１日（第１

号から第３号まで及び第６号から第９号までに

掲げる期間にあっては２分の１日とし、第１０号

に掲げる期間にあっては３分の１日とする。）と

して換算した日数（１日（第１号から第３号まで

及び第６号から第９号までに掲げる期間にあっ

ては２分の１日とし、第１０号に掲げる期間にあ

っては３分の１日とする。）未満の端数の時間が

あるときはこれを切り捨てた日数とする。）を合

計した日数とする。

合計した時間を７時間４５分をもって１日（第１

号から第３号まで及び第６号から第９号までに

掲げる期間にあっては２分の１日とし、第１０号

に掲げる期間にあっては３分の１日とする。）と

して換算した日数（１日（第１号から第３号まで

及び第６号から第９号までに掲げる期間にあっ

ては２分の１日とし、第１０号に掲げる期間にあ

っては３分の１日とする。）未満の端数の時間が

あるときはこれを切り捨てた日数とする。）を合

計した日数とする。

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略）

⑹ 育児休業法第２条第１項の規定による育児

休業（次に掲げる育児休業を除く。）中の職員

として在職した期間

⑹ 育児休業中の職員として在職した期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子

の出生の日から中野区職員の育児休業等に関

する条例（平成４年中野区条例第１号）第３

条の２に規定する期間内にある育児休業であ

って、当該育児休業の承認に係る期間（当該

期間が２以上あるときは、それぞれの期間を

合算した期間）が１月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子

の出生の日から中野区職員の育児休業等に関

する条例第３条の２に規定する期間内にある

育児休業以外の育児休業であって、当該育児

休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あ

るときは、それぞれの期間を合算した期間）

が１月以下である育児休業

⑺～⑿ （略） ⑺～⑿ （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

第６条～第１５条 （略） 第６条～第１５条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１・別表第２ （略） 別表第１・別表第２ （略）

別記第１号様式～別記第４号様式 （略） 別記第１号様式～別記第４号様式 （略）

改正案 現行



第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略）

（欠勤等日数） （欠勤等日数）

第５条 前条第１項及び第３項の欠勤等日数は、勤

務期間中の次に掲げる期間（第５項の規定の適用

を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」とい

う。）ごとに、当該欠勤等の期間から週休日等を

除いた日における勤務時間条例の規定による１

日の正規の勤務時間（以下「１日の正規の勤務時

間」という。）について勤務しない時間を合計し

た時間を７時間４５分をもって１日（第１０号に

掲げる期間にあっては３分の２日とし、第１４号

に掲げる期間にあっては２日とする。）として換

算した日数（１日（第１０号に掲げる期間にあっ

ては３分の２日）未満の端数の時間があるときは

これを切り捨てた日数）を合計した日数とする。

第５条 前条第１項及び第３項の欠勤等日数は、勤

務期間中の次に掲げる期間（第５項の規定の適用

を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」とい

う。）ごとに、当該欠勤等の期間から週休日等を

除いた日における勤務時間条例の規定による１

日の正規の勤務時間（以下「１日の正規の勤務時

間」という。）について勤務しない時間を合計し

た時間を７時間４５分をもって１日（第１０号に

掲げる期間にあっては３分の２日とし、第１４号

に掲げる期間にあっては２日とする。）として換

算した日数（１日（第１０号に掲げる期間にあっ

ては３分の２日）未満の端数の時間があるときは

これを切り捨てた日数）を合計した日数とする。

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略）

⑹ 育児休業法第２条第１項の規定による育児

休業（次に掲げる育児休業を除く。）中の職員

として在職した期間

⑹ 育児休業中の職員として在職した期間（当該

育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上

あるときは、それぞれの期間を合算した期間）

が１月以下である場合を除く。）

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子

の出生の日から中野区職員の育児休業等に関

する条例（平成４年中野区条例第１号）第３

条の２に規定する期間内にある育児休業であ

って、当該育児休業の承認に係る期間（当該

期間が２以上あるときは、それぞれの期間を

合算した期間）が１月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子

の出生の日から中野区職員の育児休業等に関

する条例第３条の２に規定する期間内にある

育児休業以外の育児休業であって、当該育児

休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あ

るときは、それぞれの期間を合算した期間）

が１月以下である育児休業

⑺～⒅ （略） ⑺～⒅ （略）

２～７ （略） ２～７ （略）

第６条～第１５条 （略） 第６条～第１５条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）



中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則新旧対照表

中野区立小学校及び中学校教育職員の期末手当に関する規則新旧対照表

別表第１～別表第３ （略） 別表第１～別表第３ （略）

改正案 現行

第１条～第３１条 （略） 第１条～第３１条 （略）

（育児参加休暇） （育児参加休暇）

第３２条 （略） 第３２条 （略）

２ 育児参加休暇は、配偶者の出産の日の翌日（当

該男性職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育

の必要がある子がある場合にあっては、出産予定

日の８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１６週

間）前の日）から当該出産の日以後１年を経過す

る日までの期間内において、日を単位として５日

以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認

めるときは、時間を単位として承認することがで

きる。

２ 育児参加休暇は、配偶者の出産の日の翌日（当

該男性職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育

の必要がある子がある場合にあっては、出産予定

日の８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１６週

間）前の日）から当該出産の日後８週間を経過す

る日までの期間内において、日を単位として５日

以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認

めるときは、時間を単位として承認することがで

きる。

３～５ （略） ３～５ （略）

第３３条～第４１条 （略） 第３３条～第４１条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１～別表第４ （略） 別表第１～別表第４ （略）

別記様式第１号～別記様式第１４号 （略） 別記様式第１号～別記様式第１４号 （略）

改正案 現行

第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略）

（欠勤等日数） （欠勤等日数）

第５条 前条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲

げる期間（第３項の規定の適用を受けるものを除

く。以下「欠勤等の期間」という。）ごとに当該

欠勤等の期間から中野区立小学校及び中学校教

育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平

成２９年中野区条例第３９号。以下「勤務時間条

例」という。）第５条及び第６条の規定による週

休日、勤務時間条例第１２条及び第１３条の規定

による休日並びに勤務時間条例第１４条第１項

の規定により指定された代休日（以下「週休日等」

という。）を除いた日における勤務時間条例の規

第５条 前条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲

げる期間（第３項の規定の適用を受けるものを除

く。以下「欠勤等の期間」という。）ごとに当該

欠勤等の期間から中野区立小学校及び中学校教

育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平

成２９年中野区条例第３９号。以下「勤務時間条

例」という。）第５条及び第６条の規定による週

休日、勤務時間条例第１２条及び第１３条の規定

による休日並びに勤務時間条例第１４条第１項

の規定により指定された代休日（以下「週休日等」

という。）を除いた日における勤務時間条例の規



定による１日の正規の勤務時間（以下「１日の正

規の勤務時間」という。）について勤務しない時

間を勤務時間条例第３条第１項に規定する勤務

時間を３８時間４５分で除して得た数で除して

得た時間を合計した時間を７時間４５分をもっ

て１日（第１号から第３号まで、第６号及び第７

号に掲げる期間にあっては２分の１日とする。）

として換算した日数（１日（第１号から第３号ま

で、第６号及び第７号に掲げる期間にあっては２

分の１日とする。）未満の端数の時間があるとき

はこれを切り捨てた日数とする。）を合計した日

数とする。

定による１日の正規の勤務時間（以下「１日の正

規の勤務時間」という。）について勤務しない時

間を勤務時間条例第３条第１項に規定する勤務

時間を３８時間４５分で除して得た数で除して

得た時間を合計した時間を７時間４５分をもっ

て１日（第１号から第３号まで、第６号及び第７

号に掲げる期間にあっては２分の１日とする。）

として換算した日数（１日（第１号から第３号ま

で、第６号及び第７号に掲げる期間にあっては２

分の１日とする。）未満の端数の時間があるとき

はこれを切り捨てた日数とする。）を合計した日

数とする。

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略）

⑹ 育児休業法第２条第１項の規定による育児

休業（次に掲げる育児休業を除く。）中の職員

として在職した期間

⑹ 育児休業中の職員として在職した期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子

の出生の日から中野区職員の育児休業等に関

する条例（平成４年中野区条例第１号）第３

条の２に規定する期間内にある育児休業であ

って、当該育児休業の承認に係る期間（当該

期間が２以上あるときは、それぞれの期間を

合算した期間）が１月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る子の期間の全部

が子の出生の日から中野区職員の育児休業等

に関する条例第３条の２に規定する期間内に

ある育児休業以外の育児休業であって、当該

育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以

上あるときは、それぞれの期間を合算した期

間）が１月以下である育児休業

⑺～⑼ （略） ⑺～⑼ （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

第６条～第１３条 （略） 第６条～第１３条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表 （略） 別表 （略）

別記第１号様式～別記第４号様式 （略） 別記第１号様式～別記第４号様式 （略）



中野区立小学校及び中学校教育職員の勤勉手当に関する規則新旧対照表

改正案 現行

第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略）

（欠勤等日数） （欠勤等日数）

第５条 前条第１項及び第３項の欠勤等日数は、勤

務期間中の次に掲げる期間（第３項の規定の適用

を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」とい

う。）ごとに、当該欠勤等の期間から週休日等を

除いた日における勤務時間条例の規定による１

日の正規の勤務時間（以下「１日の正規の勤務時

間」という。）について勤務しない時間を勤務時

間条例第３条第１項に規定する勤務時間を３８

時間４５分で除して得た数（以下「算出率」とい

う。）で除して得た時間を合計した時間を７時間

４５分をもって１日（第１１号に掲げる期間にあ

っては２日とする。）として換算した日数（１日

未満の端数の時間があるときはこれを切り捨て

た日数）を合計した日数とする。

第５条 前条第１項及び第３項の欠勤等日数は、勤

務期間中の次に掲げる期間（第３項の規定の適用

を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」とい

う。）ごとに、当該欠勤等の期間から週休日等を

除いた日における勤務時間条例の規定による１

日の正規の勤務時間（以下「１日の正規の勤務時

間」という。）について勤務しない時間を勤務時

間条例第３条第１項に規定する勤務時間を３８

時間４５分で除して得た数（以下「算出率」とい

う。）で除して得た時間を合計した時間を７時間

４５分をもって１日（第１１号に掲げる期間にあ

っては２日とする。）として換算した日数（１日

未満の端数の時間があるときはこれを切り捨て

た日数）を合計した日数とする。

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略）

⑹ 育児休業法第２条第１項の規定による育児

休業（次に掲げる育児休業を除く。）中の職員

として在職した期間

⑹ 育児休業中の職員として在職した期間（当該

育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上

あるときは、それぞれの期間を合算した期間）

が１月以下である場合を除く。）

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が

子の出生の日から中野区職員の育児休業等

に関する条例（平成４年中野区条例第１号）

第３条の２に規定する期間内にある育児休

業であって、当該育児休業の承認に係る期間

（当該期間が２以上あるときは、それぞれの

期間を合算した期間）が１月以下である育児

休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が

子の出生の日から中野区職員の育児休業等

に関する条例第３条の２に規定する期間内

にある育児休業以外の育児休業等であって、

当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が

２以上あるときは、それぞれの期間を合算し

た期間）が１月以下である育児休業



附 則

この規則は、令和４年１０月１日から施行する。

⑺～⒂ （略） ⑺～⒂ （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

第６条～第１４条 （略） 第６条～第１４条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１・別表第２ （略） 別表第１・別表第２ （略）


